
むつ市農業委員会第７２３回総会議事録

から午前１１時３０分１．開催日時 ２７年７月１０日（金）午前１０時５０分

２．開催場所 むつ市役所 大会議室Ａ

１．出席委員（２５名）

議 席 役 職 名 氏 名

２ 農 業 委 員 青 木 明

３ 〃 杉 山 重 一

４ 〃 菊 池 秀 藏

５ 〃 坂 本 正 一

６ 〃 畑 中 光 政

８ 〃 柏 谷 均

９ 会 長 立 花 順 一

１０ 農 業 委 員 鴨 田 輝 雄

１１ 〃 菅 原 靖 博

１２ 〃 工 藤 輝 雄

１３ 〃 村 口 鉄 雄

１４ 〃 野 里 岩 雄

１５ 〃 嶋 影 秀 子

１７ 〃 林 忠 久

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 栁 澤 都 市 秋

２０ 〃 福 永 忠 雄

２１ 〃 藤 澤 伊三郎

２２ 〃 村 口 利 光

２４ 〃 本 山 日満夫

２５ 〃 柴 田 峯 生

２６ 〃 中 嶋 寿 樹

２７ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

２８ 農 業 委 員 板 井 弘 已

２９ 〃 立 花 幸 雄



４．欠席委員（５名）

議 席 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 北 川 岩 男

７ 〃 蛯 名 修 一

１６ 〃 向 川 則 勝

２３ 〃 杉 山 武 美

３０ 〃 水 戸 隆 璽

２．議事の概要

日程第１ 会議録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について

議案第３号 非農地証明願について

報 告 事 項 農地の転用事実に関する照会について

その他

６．会議に従事した職氏名

局 長 工 藤 初 男

次 長 畑 中 誠

主任主査 川 村 利 之

主任主査 対 馬 亮 子

７．会議録署名委員

２番 青 木 明 ３番 杉 山 重 一

８．会議記録者

農業委員会事務局 主任主査 対 馬 亮 子



９． 会 議 の 概 要

議長 ただいまから、むつ市農業委員会第７２３回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は、３０名中２５名で定足数に達しております。

本日 １番北川委員 ７番蛯名委員 １６番向川委員が都合により 欠席、 、 、 、

の旨通告がありましたのでご報告いたします。

これより、本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員は、むつ市農業委員会会議規則第４３条の規定により

議長において、２番青木委員、３番杉山重一委員を指名いたします。

、 。なお 本日の会議書記には事務局職員の対馬主任主査を指名いたします

日程第２ 、会期の決定を行います。

本総会は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

各委員 （異議なしの声）

議長 それでは、議案審議に入ります。

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について３件を 議、 、

題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請 ３件についてを、 、

ご説明いたします。

受付第１号 申請地大字田名部字南椛山２７ 地目は畑 面積１ １９８、 、 、 ，

㎡、売買による所有権移転であります。

申請地では 譲渡人が耕作してきたものであります 譲受後も継続して畑、 。

として利用するものであります。

調査については ６月２４日杉山重一委員 菅原委員 嶋影委員 事務局、 、 、 、

により許可申請による調査をした結果 農地法第３条第２項各号に該当は認、

められず、特に問題はないと思われます。

受付第２号 申請地大字田名部字赤川ノ内並木４５外１筆 現況は畑 面、 、 、

積合計７，９１２㎡、売買による移転についてであります。

申請地では 譲渡人 譲受人 赤川ノ内並木４５ 登記地目原野 が耕作、 、 （ 、 ）

してきたものであります 譲受後は畑 ハウス栽培 として利用するもので。 （ ）

あります。

調査については ７月１日北川委員 青木委員 工藤委員 事務局により、 、 、 、

許可申請による調査をした結果 農地法第３条第２項各号に該当は認められ、

ず、特に問題はないと思われます。

受付第３号 申請地大畑町正津川戦敷３７８ 現況は畑 面積合計３ １、 、 、 ，

１３㎡、売買による移転についてであります。

申請地では 譲渡人が耕作してきたものであります 譲受後は畑として利、 。

用するものであります。

調査については ７月２日畑中光政委員 本山委員 事務局により許可申、 、 、

請による調査をした結果 農地法第３条第２項各号に該当は認められず 特、 、

に問題はないと思われます。

以上で説明を終わります。



議長 ただいまの説明に関して 現地調査を行った委員から補足説明がありまし、

たらお願いいたします。

杉山重一 受付第１号について、補足いたします。

委員 調査の結果 農地は多少荒れていましたが 隣でレストランも経営してお、 、

り、これから耕作を再開するとのことで、特に問題ありません。

工藤委員 受付第２号について、補足いたします。

事務局の説明通り ハウスもすでにあり営農しており 特に問題ありませ、 、

ん。

本山委員 受付第３号について、補足いたします。

事務局の説明通り 現在も営農されており そのまま引き継ぎ営農とのこ、 、

とで、特に問題ありません。

議長 議案第１号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質疑がありませんので､議案第１号は原案のとおり承認いたしました。

続きまして 議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積、 、

計画の承認２件についてを、議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認に、

ついてをご説明いたします。

受付第１号、申請地は川内町袰川２３０、面積２，９８９㎡。

、 、 ， ．受付第２号 申請地は川内町板家戸５４他２筆 面積合計４０ ３６２

９５㎡。

いづれも 借受人は あおもり農林業支援センターで農地中間管理機構を、 、

利用するとのことであります。

議長 ただいまの説明に関して 現地調査を行った委員から補足説明がありまし、

たらお願いいたします。

鴨田委員 受付第１号及び第２号に補足いたします。

いずれもの土地も採草地、放牧地となっており特に問題は無いと思いま

す。

議長 議案第２号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

、 、 、坂本委員 受付第２号 板家戸５４番についてですが 登記地目が宅地とありますが

この申請地も該当になるということでしょうか。



事務局 本申請地は以前家が建っていたということで 登記地目が宅地となってお、

りますが 現在は取り壊され 畑として利用されているため 農地として扱、 、 、

っておりますので、特に問題ありません。

坂本委員 登記地目を宅地から農地にすることは、できるのですか。

事務局 現況が農地であれば、特に許可はいらないので、できると思います。

議長 ほかに質疑ありませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質疑がありませんので､議案第２号は原案のとおり承認するものとして、

むつ市長に回答いたします。

次に、議案第３号、非農地証明願１件についてを、議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議案第３号非農地証明願についてご説明いたします。

、 、 、 ，受付第１号 申請地は大字田名部字最花３５番２７ 地目は田 面積１

６３６㎡であります。

調査については ６月２４日杉山重一委員 菅原委員 嶋影委員 事務局、 、 、 、

で調査した結果 農地として著しく復元困難であるため非農地相当であると、

思われます。

議長 ただいまの説明に関して 現地調査を行った委員から補足説明がありまし、

たらお願いいたします。

嶋影委員 議案第３号 非農地証明交付申請の承認について ６月２４日現地確認し、 、

た結果 申請者の両親が 今から３０年以上前に耕作をやめ 耕作再開困難、 、 、

なまま放置したため、自然に非農地化してしまいました。

、 、 。事務局の説明通り 農地に復元困難で 非農地相当であると判断できます

以上で補足を終わります。

議長 議案第３号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質疑がありませんので､議案第３号は原案のとおり承認いたしました。

最後に 農地の転用事実に関する照会について等 報告事項が３件ありま、 、

す。

事務局より、説明願います。

事務局 報告事項 農地の転用事実に関する照会について ３件についてご説明い、 、

たします。

報告第１号 農地の転用事実に関する照会 申請地は 大湊上町５３３番、 、 、



外１筆、地目は畑、面積合計３７４㎡についてであります。

、 、 、 、調査につきましては ６月１２日村口鉄雄委員 小林委員 村口利光委員

事務局で調査した結果 農地として著しく復元困難であるため非農地と回答、

いたしました。

、 、 、 、 ，報告第２号 申請地は 大字関根字北関根４０５番 地目は畑 面積９

８３６㎡についてであります。

調査につきましては ７月２日蛯名委員 杉山武美委員 事務局で調査し、 、 、

た結果 農地として復元困難で 農地として復元しても継続して利用するこ、 、

とができないと見込まれるため非農地と回答いたしました。

報告第３号 申請地は 中央一丁目２０３番 地目は田 面積３ １２０、 、 、 、 ，

㎡についてであります。

調査につきましては ７月１日北川委員 青木委員 工藤委員 事務局で、 、 、 、

調査した結果 農地として著しく復元困難であるため非農地と回答いたしま、

した。

以上で説明を終わります。

議長 以上で、本日の議案審議及び報告事項はすべて終了しました。

これをもちまして、むつ市農業委員会第７２３回総会を閉会します。

１０．会議録署名委員

会議録署名委員 青 木 明

会議録署名委員 杉 山 重 一


